
大阪市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年大阪市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

第４条中「ある者」を「ある者又は病床を有する診療所を開設している者（複合型

サービス（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１７条の１２に規定する看

護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請に限る。）」に改め、同条の次

に次の３条を加える。

（共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）

第４条の２ 法第７８条の２の２第１項第１号の条例で定める基準及び条例で定める員

数並びに同項第２号の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準

は、次条及び第４条の４に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密

着型サービス基準」という。）第１条から第３条まで及び第３７条の２並びに指定地

域密着型サービス基準第３７条の３において準用する指定地域密着型サービス基準第

３条の７から第３条の１１まで、第３条の１３から第３条の１６まで、第３条の１８、第３

条の２０、第３条の２６、第３条の３２から第３条の３６まで、第３条の３９、第１２条、第１９

条、第２１条、第２２条第４項、第２３条から第２７条まで、第２８条第１項、第２９条から第

３５条まで及び第３６条第１項に定めるところによる。

（共生型地域密着型サービスに係る管理者の責務）

第４条の３ 共生型地域密着型サービスの事業を行う者（以下「共生型地域密着型

サービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所の管理者は、前条に定める基

準のうち、指定地域密着型サービス基準第３７条の３において準用する指定地域密着

型サービス基準第３条の７から第３条の１１まで、第３条の１３から第３条の１６まで、
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第３条の１８、第３条の２０、第３条の２６、第３条の３２から第３条の３６まで、第３条の

３９、第１２条、第２３条から第２７条まで、第２９条から第３５条まで及び第３６条第１項に係

る部分並びに次条の規定を当該事業所の従業者に遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。

（共生型地域密着型サービスに係る記録の整備）

第４条の４ 共生型地域密着型サービス事業者は、利用者に対する共生型地域密着型

サービスの提供に関する指定地域密着型サービス基準第３７条の３において読み替え

て準用する指定地域密着型サービス基準第３６条第２項各号に掲げる記録を整備し、

当該サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。

第５条中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）」を「指

定地域密着型サービス基準」に改め、同条第８号中「第８０条」を「第８０条並びに附則

第１７条及び第１８条」に改める。

第６条の見出しを「（指定地域密着型サービスに係る管理者の責務）」に改める。

第７条の見出しを「（指定地域密着型サービスに係る記録の整備）」に改める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年３月１日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を改めるため、条例の一

部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者等）

第４条 法第７８条の２第４項第１号（法第７８条の１２において準用する法第７０条の２第４項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）の条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診

療所を開設している者（複合型サービス（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請に限る。）とする。

（共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）

第４条の２ 法第７８条の２の２第１項第１号の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同

項第２号の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、次条及び第４条の

４に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第１条から

第３条まで及び第３７条の２並びに指定地域密着型サービス基準第３７条の３において準用する指

定地域密着型サービス基準第３条の７から第３条の１１まで、第３条の１３から第３条の１６まで、

第３条の１８、第３条の２０、第３条の２６、第３条の３２から第３条の３６まで、第３条の３９、第１２条、

第１９条、第２１条、第２２条第４項、第２３条から第２７条まで、第２８条第１項、第２９条から第３５条ま

で及び第３６条第１項に定めるところによる。

（共生型地域密着型サービスに係る管理者の責務）

第４条の３ 共生型地域密着型サービスの事業を行う者（以下「共生型地域密着型サービス事業

者」という。）が当該事業を行う事業所の管理者は、前条に定める基準のうち、指定地域密着

型サービス基準第３７条の３において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の７から第３

条の１１まで、第３条の１３から第３条の１６まで、第３条の１８、第３条の２０、第３条の２６、第３条

の３２から第３条の３６まで、第３条の３９、第１２条、第２３条から第２７条まで、第２９条から第３５条ま

で及び第３６条第１項に係る部分並びに次条の規定を当該事業所の従業者に遵守させるため必要

な指揮命令を行うものとする。

（共生型地域密着型サービスに係る記録の整備）

第４条の４ 共生型地域密着型サービス事業者は、利用者に対する共生型地域密着型サービスの

提供に関する指定地域密着型サービス基準第３７条の３において読み替えて準用する指定地域密

着型サービス基準第３６条第２項各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から５
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年間保存しなければならない。

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）

第５条 法第７８条の４第１項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第２項の指定

地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、次条から第８条までに定めるもの

のほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第１条から第３条まで及び次

の各号に掲げる指定地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める規定に定めるところ

による。

�－� 省 略

� 指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域密着型サービス基準第１０９条第１項に

規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。） 指定地域密着型サー

ビス基準第１０９条から第１１４条まで、第１１６条から第１２７条まで及び第１２８条第１項並びに指定

地域密着型サービス基準第１２９条において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の１０、

第３条の１１、第３条の２０、第３条の２６、第３条の３２から第３条の３６まで、第３条の３８、第３

条の３９、第２８条第１項、第３２条、第３３条、第３４条第１項から第４項まで及び第８０条並びに附

則第１７条及び第１８条

�－� 省 略

（指定地域密着型サービスに係る管理者の責務）

第６条 省 略

（指定地域密着型サービスに係る記録の整備）

第７条 省 略
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